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河

野

登

今
日
の
政
治
學
に
於
て
,
最
も
興
味
あ
る
論
題
の

一
は
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
対
し
封
疏
的
地
位
を
占
む

る
フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
に
關
す

る
そ
れ
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
九
月
十
四
日
の
獨
逸

総
選
挙

の
結
果
、

國
家
社
會
主
義
獨
逸
労
働

窯
及
び
其
の
指
導
者

缶
巳
臼

の

名
に
、
人
々
は
新
た
な
る
關
心
を
喚
起
せ
し
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
今
日
ま
で
、
我

々
は
獨
逸

フ
ア
ツ
シ
ズ

ム
に
關
す
る
幾
多
の
文
献

が
出
版
さ
れ
た
の
を
見
る
。

本
書
は
、
こ
れ
等
文
献
の

一
で
、
而
て
全
窯

よ
り
即
ち

又

著

者

ハ

ン
ス

●

ロ
イ
プ

ケ
が

唯

だ

有

力

な

る

に
よ
る
幾
つ
か
の
理
論
的
螢
作
の

一
つ
で
あ
る
。

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

一
方
獨
逸

資
本
主
義
の
強
固
な
組
織

で
あ
る
獨
逸
産
業
全
國
同
盟
の
顧
問
辯
護
士

を
兼
ね
て
ゐ
る
こ
・こ
に
、
我

々
は
本
書
の
特
殊
な
意
義
ー
獨
逸

フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
か
ら

ハ
ン
ス
・
u
ン
プ
ケ

『
國
家
社
會
主
義
ざ
経
済
」

(
第

二
巻
第

一
號

)

へB

一
〇
三
)

」
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ハ
ン
ス
・
ロ
イ
プ
ケ

「
國
家
社
韓
主
義
ざ
経
済
』

(
第
二
巻
第

一
號
)

(
B

噌
〇
四
)

二

試
み
ら
れ
た
理
論
の
中

に
占
む
る
ー

を
見
出
す
こ
と

が
出
來
る
。
換
言
す
れ
ば
、
國
家
社
會
主
義
獨
逸
労
働

窯
の
反
資
本
主
義
的

綱
領
と
、
獨
逸

資
本
家
同
盟
の
顧
問
辮
護
の
黛
加
盟
及
び
黛
の
た
め
の
理
論
的
辮
護
,こ
云
ふ
二
者
を
比
較
対
照

さ
せ
て
考
慮
す
る
時

既

に
我

々
は
フ
ア
シ
ズ

ム
の
本
質
そ
の
も
の
の

一
面

に
燭
れ
る
こ
・こ
が
出
來

る
。

各
國
の

フ
ア
シ
ズ

ム
は
、
各
々
其
の
國
の
特
殊
的
條
件
に
照
慮
し
て
多
種
多
標
の
様
相
を
呈
す

る
こ
と

は
言
を
侯
た
な
い
が
、
次

の
五
つ
の
問
題

に
於
て
は
共
通
的

に

一
致
す
る
。

一
、
國
家
理
論
の
問
題
、
二
、
資
本
主
義
経
済

の
問
題
、
三
、
階
級
闘
争
の
問
題
、
四
,
立
憲
政
治
の
問
題
,
五
、
中
聞
階
暦
の

問
題
、

本
書
は
全
部
で
五
章
よ
り
構
旗
さ
れ
る
。
そ
し
て
著
者
が
本
書
に
於
て
重
き
を
置

い
た
鮎
は
、

「
國
家
杜
會
主
義
の
経
済
的
領
域

に
、
よ
り
明
か
な
光
を
與
ふ
る
こ
と

に
あ
る
」

(序
・
四
頁
)
故

に
、
他
の
政
治
的
領
域

に
言
及
す
る
,こ
こ
ろ
が
極
め
て
少
い
。
即
ち

本
書
に
於
て
は
、
前
記

二
、
三
の
問
題
が
圭
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
そ
れ
に

一
の
問
題
か
附
随
し
て
説
か
れ
て
ゐ
る
に
留
ま
の
、
四
、

五
の
問
題
の
詳
細
な
究
明
は
本
書
の
範
囲
外

に
屡
し
て
ゐ
る
。

二

第

一
章
、
緒
論



我

々
は
、
こ
の
章
に
於
て
國
民
的
社
會
運
動

,こ
し
て
の
國
家
社
會

主
義
運
動

に
対
す

る

一
般
的
理
解
を
與

へ
ら
れ
る
。
著
者
の
説

く
ーこ
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
世
界
大
戦
の
結
果
、
獨
逸

に
於
て
著
し
き
國
際
的
劣
位
、
國
際
的
不
安
並
び
に

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
勢
力
増
大

を
惹
起
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
國
家
社
會
主
義
運
動

の
た
め
の
温
床
,こ
な
つ
た
,こ
。
我
々
は
國
家
社
會
主
義
獨
逸
労
働
党

綱
領

の
中

に
明
か
に
こ
れ
を
観
取
す
る
こ
と

が
出
來
る
。

國
家
社
會

主
義
獨
逸
労
働
党

の
目
的
は
、

「民
族
自
決
権

の
上
に
立
て
る
大
獨
逸

國
家
の
結
合
」

「
他
の
國
民

に
対
す
る
同
等
の

橿
利
・こ
、
ベ
ル
サ
イ

ユ
及
び
S
t
.
 
g
e
r
m
a
i
n

の
平
和
條
約
の
慶
棄
」

「
獨
逸
民
族
を
養
ひ
,
過
剰
人

口
を
植
民
せ
し
む
る
た
め
の

土
地
要
求
」

(
全
黛
綱
領
第

一
條
ー

第
三
條
)
で
あ
る
。

國
家
社
會
主
義
の
焚
生
は
、
ロ
イ
プ
ケ
に
よ
れ
ば
「
獨
逸
精
神
の
具
現
化
」
と
し
て
彊
調
さ
れ
る
。
然
し
そ

れ
は
軍
に
マ
ル
キ
シ
ズ
ム

に
対
す
る
封
瞭

,こ
し
て
の
存
在
意
義
を
示
す
の
み
で
な
く
、

一
の
社
會
主
義
運
動

で
め
る
ご
。
蓋
し
中
間
階
暦
の
運
動

,こ
し
て
発
生

す
る
フ
ア
ッ
シ
ズ
ム
が
、
其
の
大
衆
性
を
獲
得
せ
ん
が
た
め
に
は
、
縄
封
に
反
資
本
主
義
的
社
會

主
義
的
様
相
の
探
用
を
條
件
と
す

る
。然

ら
ば
そ
の
所
謂
社
會
主
義

は
ーこ
云

へ
ば
、

ロ
イ
プ
ケ
は
次
の
如
く
定
義
す
る
。

「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
國
際
主
義
に
対
し

て
、
國
民
意
識
を
、
階
級
闘
争

に
対
し

て
各
身
分
s
t
i
i
n
d
e

の
調
和
を
、
集
産
主
義
K
o

ハ
ン
ス
・
ロ
イ
ァ
ケ

『國
家
鼠
會
主
義
ざ
経
済
」

(第
二
巻
第

「號
)

(B

一
〇
五
)

三



ハ
ン
ス
・
ロ
イ
プ
ケ
『國
家
社
會
主
義
さ
経
済
』

(第
二
巻
第
一號
)

(B

一
〇
六
)

四

l
l
e
k
t
i
v
i
s
m
u
s

に
対
し

て
全
國
民
の
組
織
さ
れ

π
る
連
帯
的
人
絡
を
、
平
等
思
想

に
射
し
て
貴
族
主
義

的
原
理
を
代
置
す
る
」

(七

頁
)

こ
の
短
い
引
用
に
ょ
つ
て
も
明
か
な
如
く
、
そ
の
云
ふ
社
曾
主
義

は
、
國
家
主
義
階
級
協
調
主
義

並
び
に
專
制
的
貴
族
主
義

に
よ
つ

て
、
濃
く
彩
ら
れ
て
ゐ
る
。

第
二
章
、
其
の
運
動

我
々
は
こ
の
章
に
於
て
、
前
記

一
の
問
題
即
ち
國
家
理
論
に
關
し
て
極
め
て
典
型
的
な

フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
教
理
を
見
る
。

「
一
九
一

四
年
、
我
國
の
歴
史
は
其
の
悲
劇
時
代
に
入
わ
こ
ん
だ
」
S

(
一
九
頁
)

、

ロ
イ
プ
ケ
は
云
ふ
。
彼
に
よ
れ
ば
今
や
民
主
々
義
が
、

一
個
の
不
良
な
饗
導
者
に
変
質
し
て
し
ま

つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、

「
民
主
々
義
的
議
會
組
織
は
、
総
て
の
偶
磯
事
件
に
左
右
さ
れ
る
如
き
意
思
構
成
を
持
ち
、
不
断
に
交
代
す
る
閣
員
及
び
多
数
派

の
支
配
が
行
は
れ
,
そ
し
て
其
の
責
任
観
念
の
蝕
乏
の
た
め
に
、
経
済

政
策
に
対
し

て
、

積
極
的
土
壼
を
作

る
こ

・こ
が
出
來
な

い
」

(全
上
)

議
會
政
治
、
民
主

々
義

へ
の
不
信
は
、

フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
教
理
を
專
制
的
國
家
理
論
に
導
く
に
至
る
。
そ
れ
は
民
主

々
義
的
國
家
理

論

に
代

つ
て
、
全
能
が
賦
與
さ
れ
且
つ
絶
対
的
に
紳
聖
化
さ
れ
た
、
國
家
で
あ
る
。



「
國
家
の
外

に
何
物
も
な
く
。
総
て
の
も
の
が
國
家
の
中
に
在
り
、
そ
し
て
國
家
に
対
し
て
何
物
も
あ

る
可
ら
ず
。
主
権
者
は
國

家
に
し
て
、
國
民

に
あ
ら
ず
。
」

(
一六
頁
)

次
に
こ
の
國
家
に
対
す

る
個
人
の
地
位
は
,こ
云

へ
ば
、
民
主
々
義
的
社
會
主
義

的
個
人
観
が
絶
対

に
担
否
さ
れ
る
。
そ
し
て
個
人

の
國
家

へ
の
絶
対
隷
從
が
規
定
さ
れ
る
。

「
個
人
の
自
由
権

の
範
國
,こ
扶
養
義
務
請
求
権
と

の
拡
大

に
よ

つ
て
、
國
家
生
活
の
崩
壊

に
導
い
た
民
主

々
義
、
社
會

主
義

に
最

后
の
終
末
が
與

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

(全
上
4

個
八
は
共
同
社
會

に
対
し
て
義
務
を
員
ふ
。
而
て
其
の
最
も
高
貴
な
義
務
は
、
社
會
的
労
働
S
o
z
i
a
l
e
n
 
a
r
b
e
i
t

に
対
す
る
そ
れ

で
あ
る
。
又
個
人
の
堰
利
は
、
唯
だ
有
用
な
生
産
者
S
し
て
の
み
國
家
の
保
護
を
受
け
、
國
民
・こ
し
て
の
権
利
を
得
る
,こ
云

ふ
の
で

あ
る
。

爾
本
書
に
於
て
、
我
々
の
興
味
を
そ
、
る
も
の
は
、
國
家
と
経
済

,こ
の
相
互
関
係

で
あ
る
。
即
ち
民
主

々
義
的
議
會
主
義
國
家

は

経
済

の
無
統
制
を
結
果
し
た
。
故
に
フ
ア
ッ
シ
ズ
ム
に
於
て
は
、
國
家
,こ
経
済
,こ
は
不
可
分
離

に
結
合
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ

の
結
合
の
媒
介
膣

は
職
能
分
権
制
B
e
r
u
f
s
s
t
縅
d
i
s
c
h
e
 
G
I
i
e
d
e
r
u
n
g
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
各
塩
産

者
は
,
工
業
.
農
業
、
銀

行
業
等
の
各
種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
職
能
集
團
の
協
働
者
,こ
な
り
、
こ
れ
ら
集
團
の
頂
上
に
経
済
議
會
が
設
置
さ
れ
る
。

ハ
ン
ス
●
ロ
イ
ブ
ケ
「國
家
紅
曾
主
義
ざ
経
済
』

(第
二
巻
第

一號
)

(B

一
〇
七
)

五



ハ
ン
ス
・
ロ
イ
プ
ケ

『國
家
脱
會
主
義
ざ
脛
濟
」

(第
二
巻
第

岡號
)

(B

一
〇
八
)

六

而
て
こ
れ
に
よ
つ
て
生
産
の

一
般
的
安
當
の
方
向
が
共
同
的
に
統
御
さ
れ
る
。
か
風
し
て
経
済

は
國
家
構
成
の

一
部
分
・こ
化
す
る
の

で
あ
る
・こ
云
ふ
。
こ
の
純
濟
組
織
は
,
後
述
の
第
五
章
に
於
て
、
著
者
が
述
べ
て
ゐ
る
職
能
的
経
済

秩
序
S
t
i
i
n
d
i
s
c
h
e
 
W
i
r
t
s
c
h
a

f
t
o
r
d
n
u
n
g

を
指
す
の
で
あ
る
が
,
こ
れ
に
付
て
は
後
に
譲

る
こ
と
に

し
よ
う
。

唯
だ
こ

・
で
は
、
経
済

に
付
て
の
著
者
の

「
新
し
い
解
釈
」
を
附
記
す
る
に
・こ
f
め
る
。

「
経
済
は
g
e
l
d
 
a
n
d
 
v
e
r
d
i
e
n
s
t
s
e
i
t
e

か
ら
で
な
く
D
i
e
n
s
t
s
e
i
t
e

か
ら
見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
詳

言
す
れ
ば
、
從
來

の
個
人

主
義
的
立
脚
鮎
の
代
り
に
,
國
家
,こ
経
済
、
生
産
者
と
清
費
者
、
企
業
家
,こ
労
働
者
,こ
の
組
織
的
結
合

の
新
し
き
原
理
が
生
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

一
言
で
云

へ
ば
,
個
人
は
全
膣
の
た
め
、
全
艘
は
個
人
の
た
め
に
、
こ
れ
で
あ
る
。
」

(四
〇
頁
)

國
家
奉
仕
主
義

、
螢
資
協
調
、
企
業
家
の
道
徳
性
高
調
が
、
著
者

ロ
イ
プ
ケ
の
所
謂
新
経
済

説
の
骨
子
で
あ
る
。
だ
が
現
實
に
於

て
は
、
善
き
意
圖
が
、
必
ず
し
も
そ
の
儘
實
現
す
る
ーこ
は
限
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

三

第
三
章

「
國
家
社
會
主
義
獨
逸
労
働
党

」

本
章
に
は
先
づ
最
初
に
、
國
家
社
會
十工
義
運
動

の
簡
単

な
略
述
及
び
指
導
者
H
i
t
l
e
r
の
短
い
傳
記
が
述
べ
て
あ

る

(二
四
頁
-
二

六
頁
)
。
然
し
こ
の
章
で
特
に
注
目
さ
る
べ
き
は
G
o
t
t
f
r
i
e
d
 
F
e
d
e
r

が
定
立
し
た
党
の
経
済
的
綱
領

に
付
て
の
、

ロ
イ
プ
ケ
の
解



繹
で
あ
る
。
彼
は
云
ふ
、
國
家
耽
會
主
義
に
あ
つ
て
は
、
私
有
財
産
制
度
は
、
我
々
の
文
化
の
基
礎
と
し
て

必
要
で
あ
り
,
個
人
獲

案
権
P
r
i
v
a
t
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e

も
叉
経
済
繁
榮
の
基
礎
と
し
て
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
こ
の
両
者

は
、

從
來
の
自
由
主
義
的
見

地
か
ら
で
な
く
、
即
ち
個
人
の
利
益

の
た
め
で
は
な
く
、
全
腿
の
利
益

の
た
め
に
承
認
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

結
晶

,こ
し
て
、
窯
綱
領
第
十
條
及
び
第
十
八
條
が
存
在
す
る
ーこ
。
我
々
は
こ
の
思
想
ー
経
済

の
道
徳
化
i

が
、
國
家
社
會
主
義

の
所
謂
反
資
本
主
義
様
相
に
如
何
に
織
り
こ
ま
れ
て
ゐ
る
か
を
検
討
し
や
う
。

全
窯
綱
領
第
十
條
は
次
の
如
く
宣
言
す
る
。

「
各
國
民
の
第

一
の
義
務
は
、
精
神

的
或
は
物
質
的
の
創
造
で
あ
る
。
個
人
の
行
動
は
,

一
般
の
利
害

に
反
し
て
は
な
ら
ず
、
却

つ
て
全
髄
の
範
囲
内

に
於
て
、
絡
て
の
人
の
利
益

に
合
致
す
る
如
く
行
は
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」

「
故
に
我

々
は
要
求
す
る
、
無
労

働
及
び
不
螢
所
得
の
慶
棄
、
利
子
奴
隷
制
度
の
打
破
」

(綱
領
第
十
一條
)

こ
の
宣
言
の
後

に

「
社
会
化
さ
れ
た
、
企
業
の
國
有
化
」

(
第
十
三
條
)
、

「
戦
時
利
得
の
浸
牧
」

(
第
十
二
條
)

「
大
百
貨
店

の
即
時
公
有
化
」

(
第
十
六
條
)
等
が
綾
く
。

'

こ
・
で
は
、
こ
れ
等
の
綱
領
に
わ
た
る
吟
味
を
な
す
こ
と

を
よ
し
て
、
唯
だ
第
十

一
條

に
關
す
る
ロ
イ
プ
ケ
の
説
明
を
聞
く
こ
と

に
す
る
。ハ

ン
ス
・
ロ
イ
プ
ケ

『國
家
社
會
主
義
ざ
経
済
』

(第
二
巻
第
一
號
)

(B

一
〇
九
)

七



ハ
ン
ス
σ
ロ
イ
プ
ケ

『
國
家
泄
會
主
義
ざ
脛
濟
』

(
第
二
巻
第

一
貌
)

(
お

コ

0
)

八

「
國
家
社
會

主
義
の
反
資
本
主
義
的
役
割
1

こ
れ
は
今
日
既
に
反

マ
ル
ク
ス
主
義
的
役
割
に
完
全
化
さ
れ
て
し
ま
つ
た
が
ー

は
、
根
本
に
於
て
、
余
り
に
、
機
械
的
で
あ

つ
た
。
こ
れ
に
関
係
す
る
綱
領
上
の
諸
要
求
1

こ
れ
は
、
偏
に
、
利
子
奴
隷
制
度

の
打
破

に
吸
牧
さ
れ
て
し
ま
つ
た
が
ー

は
宣
言
す
る
、
無
労
働

及
び
不
勢
所
得
の
慶
棄
と
。
こ
れ
は
明
か
に
利
子
及
び
利
潤
の

慶
棄
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
ぬ
」

(コ
二
頁
)

即
ち
彼

に
よ
れ
ば
綱
領
第
十

一
條
に
於
て
慶
棄
す
べ
し
ε
規
定
さ
れ
た
も
の
は
、
単
に

利
子
及
び
利
潤

に
制
限
さ
れ
る
。
而
も
そ

の
利
潤
に
付
て
は
,
ロ
イ
プ
ク
は
次
の
如
き
説
明
を
な
し
て
ゐ
る
。

「
吾
は
、
如
何
に
古
い
社
會
主
義
的
階
級
制
度
の
役
割
が
、
そ
の
本
質
に
於
て
変
質
し
た
か
を
知
る
。
今
日
利
潤
が
奪
取
さ
れ
る

の
は
、
労
働

者
側
か
ら
で
な
く
ー

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
は
、
今
日
も
爾

さ
う
だ
が
1

清
費
者
側
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
余
剰
価
値

は
、
労
働

者
側
か
ら
で
な
く
、
滑
費
者
側
か
ら
奪

は
れ
て
ゐ
る
。
今
日
の
與
論
は
、
貧
乏
な
搾
取
さ
れ
る
勢

働
者
に
対
し

て
よ
り
も
、
だ
ま
さ
れ
て
ゐ
る
滑
費
者
に
対
し
て
、

一
暦
同
情
を
示
す
に
至
つ
た
」

(三

一頁
)

尚
,
彼
は
綾
け
る
。
総
て
の
利
潤
が

一
様
に
慶
除
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
清
費
者
の
た
め
に
、
全
髄

の
利
益

の
た
め
に
自
己
の
全

精
力
を
献
ぐ
る

「道
徳
的
な
企
業
家
」
の
利
潤
は
、
國
家
に
ょ
つ
て
承
認
さ
れ
る
。

「
國
家
社
會
主
義
は
私
有
財
産
制
度
,こ
個
人
登
案
権
と

を
撤
底
的

に
肯
定
す

る
。

一
個
人
,こ
し
て
の
企
業
家
は
D
e
r
 
U
n
t
e
r
n
e



I
n
n
e
r
 
a
l
s
 
P
e
r
s
o
n
l
i
c
h
k
e
i
t

は
、
常
に
・漣
う
あ
る
如
く
、
他
の
者
を
以
て
代
ふ
る
こ
と

の
出
來
な
い
國
民
経
済

の
力
で
あ
る
。

F
o
r
d
.
 
K
r
u
p
p
.
 
k
i
r
d
o
r
b
.
 
T
h
y
s
s
e
n

の
如
き
人

々
の
國
民
経
済

に
対
し
て
有
す
る
意
義
は
、
十
分
に
且
つ
力
強
く
強
調
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
L

(全
上
)

こ
れ
に
よ
つ
て
明
白
な
こ
S
は
、

ロ
イ
ブ
ケ
が
,
國
家
社
會
屯
義

の
反
資
本
主
義

的
標
相
は
實
際

に
は
、

フ
オ
ー
ド
、
ク
ル
ツ
プ

の
如
き
資
本
家
を
拒
否
し
な
い
こ
と

を
承
認
す
る
こ
・こ
で
あ
る
。
否
寧
ろ
國
民
経
済

の
補
充
し
難
き
要
素
と
し
て
尊
敬
さ

へ
敢
て
し

て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
に
よ
る
,こ
、
産
業
資
本
家
の
利
潤
は
肯
定
さ
れ
、
金
融
資
本
家
の
利
潤

は
否
定
さ
れ
る
こ
・こ
に
な

る
。
然
し
今
日
、
こ
の
雨
者
の
絶
対

的
区
別
を
説
く
こ
と
自
體

既
に
奇
怪
な
こ
と

で
あ
る
。
寧
ろ
こ
の
両
者

の
結
合
過
程
こ
そ
、
現

實

に
於
け
る
経
済
組
織

の
正
し
き
姿
で
は
あ
る
ま
い
か
。
叉
彼
は
、
綱
領
第
十
二
條
の
規
定
に
よ
つ
て
當
然
浸
牧
さ
る
べ
き
戦
時
利

得
ー

こ
れ
ら
の
奪
敬
す

べ
き
企
業
家
連
の
ー

を
、
如
何
に
慮
分
す
る
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
疑
問
は
次

の
こ
と

を
考
慮
す
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
自
か
ら
解
答
を
與

へ
ら
れ
る
。
即
ち
,
ロ
イ
プ
ケ
が
利
子
奴
隷
制
度
打
破
の
名
目
の
下
に
,
射
ん
ーこ
す
る
的
は
、
別
に

存
在
す
る
ーこ
云

ふ
こ
と
で
あ
る
。
國
家
社
會
主
義
の

ユ
ダ
ヤ
民
族
排
斥
運
動

が
そ
れ
を
説
明
す
る
。
彼
も
次
の
如
く
正
直

に
告
白
し

●

て
ゐ

る
。

「
國
際
上
-

國
内
上
、

ユ
ダ

ヤ
人
の
銀
行
資
本
、
貸
付
資
本
の
隷
驕
の
下

に
立
て
る
國
家
・こ
経
済
と

を
救
ふ
こ
そ
,
國
家
社
會

ハ
ン
ス

・
ロ
イ
ブ
ケ

『
國
家
社
會
主
義

・こ
経
済
」

(第

二
省
第

「
號
)

(
B

一
=

)

九



ハ
ン
ス
●
ロ
イ
プ
ケ
『國
家
紅
曾
主
義
ざ
経
済
』

(第
二
巻
第
鴫
號
)

(B

一
叫
二
)

圃
0

主
義
の
任
務
で
あ
る
」

(三
〇
頁
)

以
上
、
我

々
は
國
家
社
會
主
義
の
反
資
本
主
義
理
論
の

一
部
分
.
而
も
最
も
基
本
的
な
部
分
を
槍
討
し
た
。
こ
れ
に
対
す

る
我

々

の
簡
単

な
批
判
は
、
政
権
掌

握
.こ
共
に
、
そ
の
反
資
本
主
義
的
綱
領
宣
言
を
惜
し
氣
も
な
く
拠
棄
し
た
イ

タ
リ
、

フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
の

歴
史
的
事
實
を
墾
ぐ
る
こ
と

に
よ

つ
て
十
分
で
あ
ら
う
。

第
四
章
、
國
家
社
會
主
義
の
経
済

的
観
論

こ
の
章
は
四
節
よ
り
構
成

さ
れ
、
本
書
の
重
要
な
部
分
を
占
む
る
が
、
我
々
の
與
味
を
引
く
も
の
は
、
階
級
理
論
及
び
企
業
の

「

新
し
い
解
釈
」
に
付
て
の

ロ
イ
プ
ケ
の
説
明
で
あ
る
。

資
本
家

Σ
労
働
者
.こ
の
関
係

に
付
て
著
者
は
、
S
t
e
f
a
n
o
 
G
u
i
a

の
言
葉
を
借
り
て
云
ふ
。

「
企
業
家
,こ
労
働
者
・こ
の
聞
に
は
,
強
制
的
に
惹
起
さ
れ
た
、
対
立

は
存
在
し
な
い
。
唯
だ

旧
の
自
然
的
連
帯
性
が
存
在
す
る
の

み
で
あ
る
。
こ
の
自
然
的
連
帯
性
は

「
感
情
.
習
慣
,
利
害
の
共
通
に
よ
つ
て
,
相
互
の
精
神

的
理
解

に
よ
つ
て
、
又
同
質
的
生

活
行
動
に
よ
つ
て
培
養

さ
れ
る
。
企
業
家
ε
労
働
者
、
そ
し
て
彼
等
の
み
が
、
企
業
に
対
す

る
共
同
的
愛
情
か
ら
、
彼
等
の
浮
沈

興
亡
を
追
求
し
、
又
不
噺
の
止
ま
ざ
る
努
力

に
よ
つ
て
彼
等
の
繁
榮
を
、
持
ち
來
た
そ
う
.こ
す
る
。
更

に
彼
等
は
、
彼
等
⑦
運
命

が
、
唯
だ

一
個
の
幸
福

,こ
平
安
・こ
に
依
存
す
る
こ
と

を
知

つ
て
ゐ
る
」

(五
一
頁
)



こ
の
長
き
引
用
文
の
中
に
,

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
フ
ア
ッ
シ
ズ
ム
の
明
自
な
階
級
理
論
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
・
で
労
働

者
に
対
し
企
業
家
,こ
云
ひ
、
資
嵐
家
ε
呼
ば
れ
ざ
る
は
、

ロ
イ
プ
ク
の
所
謂
産
業
資
本
家
の
こ
ミ
で
あ
ら
う
。

こ
の
階
級
理
論
の
必
然
的
錦
結

は
、
そ
の
自
然
的
連
帯
性
を
破
壊
す
る
労
働
者
の
團
體

的
圖
争
、
企
業
家
の

ロ
ッ
ク

・
ア
ウ
ト
を

極
否
す
る
。
即
ち
こ
の
経
済

的
保
障
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
 
f
r
i
e
d
e

が
、
法
律
的
保
障
,こ
同
檬
に
最
高
の
原
則
に
ま
で
高
め

ら
れ
る
。
そ
し

て
み、の
保
障
の
違
反
者
に
は
,
法
律
上
の
嚴
重
な
塵
置
が
執
行
さ
れ
る
。
叉
こ
の
原
則
に
よ
つ
て
、
労
働

者
の
社
會

的
地
位
が
新
し

く
見
直
ほ
さ
れ
る
。

「
彼
等

は
、
最
早
や

一
個
の
純
然
た
る
賃
銀
労
働

者
で
は
な
く
、
経
済

的
企
業
家
の
積
極
的
癖
協
同
者
,こ
な
る
。
從

つ
て
か

・
る

労
働

者
に
よ
つ
て
、
構
成
さ
れ
る
彼
等
の
自
助
團
體

た
る
組
合
は
、
職
能
的
國
家
構
成
S
t
a
n
d
i
s
c
h
e
 
S
t
a
a
t
o
a
u
f
b
a
u
e
s

の

一
部

分
・こ
な
る
」

(四
五
頁
)

こ
の
労
働

者
の
社
会

的
地
位
の

「
衣
装
が

へ
」
に
対
す

る
企
業
家
の
そ
れ
は
、
前
述
の
通
り

「
経
済
の
道
徳
化
」

「
企
業
家
の
人

格
の
強
調
」
で
あ
る
。四

第
五
章
,
實
現
の
道

ハ
ン
ス
●
ロ
イ
プ
ケ
「
國
家
社
曾
主
義
ざ
経
済
』

(第
二
霧
第
一
號
)

(B

一
=
二)

輔
一



ハ
ン
ス
.
・
イ
ア
ケ

扇
家
社
會
主
義
ざ
経
済
」

(第
二
巻
箋

號
)

(B

=

四
)

≡

本
章
の
第

一
節
に
は
、
國
家
社
會
主
義
者
が
廿
世
紀
の
偉
大
な
る
義
務
,こ
し
て
誇
る

「
経
済
の
新
し
き
構
成
」
即
ち
S
t
a
n
d
i
s
c
h
e

W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 
o
r
d
 
 
n
u
n
g

に
付
て
述

べ
て
あ

る
。
こ
の
職
能
的
経
済

秩
序
の
目
的
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

「第

一
、
大
衆
の

(
フ
ア
ツ
シ
ヨ
的
)
教
育
、
第
二
,
資
本
主
義
の
今
日
ま
で
の
機
能
の
承
認
、
第

三
、
國
家
の
至
上
権

に
対
す

る
資
本
と
労
働

,こ
の
從
厨
、
第
四
,
階
級
闘
争

の
克
服
」

(五
六
頁
)

そ
し
て
、
こ
れ
は
三
つ
の
構
成
部
分
よ
り
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
第

一
が
社
會
政
策
領
域
、
第
二
は
生
産
政
策
領
域
,
第
三
は
金
融

政
策
領
域
で
あ
る
ーこ
し
、
各
々
に
つ
い
て
簡
単

な
説
明
が
附
加
さ
れ
て
ゐ
る
。

(五
八
ー
五
九
頁
)

本
書
の
結
論
-、旨も
云
ふ
べ
き
こ
の
章
の
最
后
の
二
節
に
は
、
特
に
問
題
・こ
な
る
も
の
が
な
い
。
國
家
社

會
主
義
の
経
済
政
策
的
目

的
は
、
獨
逸

民
族
に
パ
ン
,、一
労
働
と
を
與
ふ
る
に
あ
る
,こ
説
き
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
財
政
政
策
、
社
會
政
策
、
農
業
政
策
、
商

業
政
策
の
改
革
が
述

べ
て
あ
る
が
,
我

々
の
注
意
を
引
く
も
の
は
唯
だ
國
家
社
會
主
義
の
反

ユ
グ
ヤ
主
義

の
経
済

的
解
釈

で
あ
る
。

「
商
人
の
精
祠
の
中
に
は
、
個
人
主
義
が
絶
え
難
い
形
式
で
存
在
し
て
ゐ
る
,
そ
れ
は

ユ
ダ
ヤ
教
の
精

神
で
あ
る
。
こ
の
貼
か
ら

も
反

ユ
グ
ヤ
主
義
運
動

を
。
純
粋

に
経
済
的
領
域
に
於
て
説
明
す
る
こ
と
が
出
來
る
」

(六
四
頁
)

以
上
に
よ
つ
て
、
我

々
は
國
家
社
會
主
義
の
経
済

的
領
域
に
關
す
る
極
め
て

一
般
的
な
理
解
を
得
る
こ
・こ
が
出
來
た
。
爾
そ
の
詳

細
な
究
明
は
.
本
書
の
如
き
小
冊
子
の
よ
く
な
し
得
る
ε
こ
ろ
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
は
他
の
適
當
な
文
献
に
よ
る
べ
き
で
あ
ら



う
。
唯
だ
本
書
の
価
値

は
、
獨
逸

フ
ァ
ツ
シ
ズ
ム
の
経
済

理
論
の
入
門
書

た
る
に
,こ
f
ま
る
。
又
著
者

ハ
ン
ス
・
ロ
イ
プ
ケ
が
、
國

家
社
會

主
義
内
に
於
け
る
理
論
的
対
立

の

一
方
の
搭
當
者
で
あ
る
鮎

に
、
入
門
書
と

し
て
の
意
義
の
外
に
特
殊
の
意
義
を
有
し
て
ゐ

る
ーこ
云
ひ
得

や
う
。
こ
の
小
稿
が
讃
者
を
し
て
多
少
,こ
も
本
書
の
存
在
に
つ
い
て
關
心
を
抱
か
し
め
た
な
ら
ば
、
筆
者
の
勢
は
償
れ

て
余
り
あ
る
も
の
だ
。

ハ
ン
ス
●
ロ
イ
プ
ケ

「
國
家
社
會
主
義

ざ
経
済
』

(
第
二
巻
第

吋
號
)

(
B

圃
吋
五
)

コ
ニ


